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東京都の気候変動対策と
中長期ロードマップへの意見

ー建築物の低炭素化に関してー

東京都 環境局
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業務・産業
部門
約４９％

大規模事業所
約４割
＇1332（

家庭部門
約２７％

運輸部門
約２２％

中小規模
事業所
約６割
＇約70万（

大規模事業所への「総量削減義務」の導入

確実に「2020年2000年比25％削減」へ約5780万㌧
＇200７年度（

都 ＣＯ２排出量部門別内訳

環境都市づくり制度の導入・強化

東京都の気候変動対策 部門別の主な対策

中小規模事業所の省エネを促進

●環境減税

家庭の節電・省エネを進める

●「家庭の省エネ診断員」制度

●100万ｋＷソーラー（太陽光・太陽熱）の普及

自動車部門のＣＯ２削減

●物流ベンチマークによる効率化の推進

●地球温暖化対策報告書制度の導入
●中小クレジット創出プロジェクト

●電気自動車、プラグインハイブリッド等の普及



○「東京都気候変動対策方針」 ( 2007.6)以降、３年間の東京都の取組
成果を確認

○都の今後の施策展開を示すとともに、わが国全体の対策強化を提言

【内 容】

１ 「東京都気候変動対策方針」策定以降の５つの成果

２ 世界の気候変動対策をめぐる状況

３ 各分野の気候変動対策の着実な推進

４ 我が国の気候変動対策の強化のために
① 総量削減義務を中核とする実効性の高いキャップ＆トレードの導入
② 建築物の低炭素化
③ 自動車からの温室効果ガス総量削減をめざす燃費制度の導入
④ 再生可能エネルギーの飛躍的な利用拡大
⑤ プラスチック起源ＣＯ２の削減を促進するための新たな制度

５ 東京の気候変動対策のさらなる展開

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3vb00.htm

東京都の気候変動対策

「東京における気候変動対策の成果と展開」
2010年3月発表
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東京都の気候変動対策

建築物の低炭素化関連施策
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東京都の気候変動対策ー建築物の低炭素化関連

地球温暖化対策計画書制度

2002

●
2005 評価・公表制度の導入

総量削減義務と排出量取引制度
●
2010

マンション環境性能表示制度

都市開発諸制度への
エネルギー性能基準

地域エネルギー
有効計画書制度

建築物環境計画書制度
●2002

開始

●2005 基準強化
（ 気候変動、ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策）

●2009-2010 改定
対象拡大、義務基準導入など

2000 2005 20082006 2010

１０年後の東京
目標設定：2020年までに25％削減

気候変動対策方針
目標達成に向けた主な対策



建物の環境性能の評価と公表義務 １
東京都建築物環境計画書制度

対象 延床面積 5000㎡* 超の新築建築物
* 2010年10月から対象拡大、現在は1万㎡超

目的 環境性能の優れた建築物が評価
される市場の形成

義務 建築主は、都の指針に基づいて
環境設計を行い、環境性能を評価・
格付ける環境計画書を作成、提出

項目 エネルギー、資源、緑化等(右表)

評価 段階１～３

公表 取組と評価結果を東京都のホーム
ページで公表

評価項目 区 分

エネルギーの
使用の合理化

建築物の熱負荷の低減

再生可能エネルギー利用

省エネルギーシステム

地域における省エネルギー

効率的な運用のしくみ

資源の

適正利用

エコマテリアル

オゾン層保護等

長寿命化等

水循環
自然環境の

保全 緑化

ヒートアイラン
ド現象の緩和

建築設備からの人工排熱対策

敷地と建築物の被覆対策

風環境への配慮
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建物の環境性能の評価と公表義務 1

東京都建築物環境計画書制度

省エネルギー性能の段階評価（非住宅） 東京都ホームページでの公表

考え方
建物の断熱
＇PAL低減率（

設備の省エネ
＇ERR（

段階
１

○法令の基準等、
一般的な取組水準
を上回ること

省エネ法基準
値と同等 ※

省エネ法基準
値を10％以上
上回る

段階
２

○段階１より高い
水準の取組である
こと

15％以上 25％以上

段階
３

○最も優れた取組
であること

25％以上 35％以上

2002年開始後、
すでに1,307棟が対象

※ＰＡＬ低減値が高ければＥＲＲ値の緩和措置あり

建築物環境計画書制度

●グラフによる評価結果の表示

●地図から各建築物を検索



建物の環境性能の評価と公表義務 ２
マンション環境性能表示制度

 建築物環境計画書に基づき作成

 断熱、省エネ、太陽エネルギー利用、

緑化の各項目について、 ★の数で

環境性能を表示

マンション環境性能表示（ラベル）2005年開始
2010年1月から分譲に加え賃貸も対象に

 販売事業者等へ広告等への

ラベル表示義務付け

 購入者・賃借人への表示説明

0% 50% 100%

17年度

19年度

21年度

28.0%
45.1%

68.8%
74.2%
79.2%

60.0%
52.4%

29.2%
25.8%

20.8%

12.0%
2.4%
2.1%
0.0%

0.0%

設備の省エネ性能の年度別分

布



建物の環境性能の評価と公表・表示義務 ３
省エネルギー性能評価書制度

建築主に対し省エネルギー性能評価
書の作成・交付を義務付け

省エネルギー性能を５段階＊で表
示、省エネ対策も表示

ビルのテナントや購入者等に対し、
性能評価書の内容を説明

交付実績を都に報告

2010年1月開始

評価 PAL低減率 評価 ERR 環境計画書
制度の評価

AAA 25%～ AAA 35%～ 段階3

AA 20～25% AA 30～35% 段階2

A 15～20% A 25～30% 段階2

B 10～15% B 15～25% 段階1

C ～10% C ～15% 段階1

）環境計画書制度の３段階評価を基に、AAA～Cの５段階評価へ
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市場へのアプローチ＇消費者、建てる側双方へ（
• 格付けと情報公開により、環境に優れた建物が評価され

る市場の形成へ

他の制度の導入基盤

• 省エネ義務基準設定の基盤づくり

• 都市開発諸制度、特区指導の基盤づくり

• 地域エネルギー有効利用制度の基盤づくり

建築におけるエネルギー計画の重視
• 省エネを、設備設計者だけの問題から建築主、販売主等、

建築企画・計画に関わる多くの者の課題へ

環境性能の評価と公表表示義務の
効果・重要性



現在、

省エネルギー性能基準を
達成できていないものは

全体の１割程度

建築物全体の性能の
底上げを図る

省エネ性能基準の義務づけ １
省エネ法を上回る基準の導入

建物の断熱性能値＇ＰＡＬ削減率（・
設備の省エネ性能値＇ＥＲＲ（分布
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省エネ法基準：０％ 東京都基準：ＥＲＲ１０％

＇2002～2009.7の非住宅608件（
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省エネ法の基準を上回る省エネルギー性能の義務付け

対象 延床１万㎡超の建築物（住宅、倉庫、工場、駐車場等を除く）

義務 省エネルギー性能基準として、ERR10％以上を義務付け
建物の断熱等の性能に応じて緩和措置あり（下表）

※ 容積率の割増しを受ける大規模開発に対しては、
さらに高い省エネ性能を条件化（後述）

省エネ性能基準の義務づけ ２
建築物環境計画書制度の活用

ＰＡＬ低減率 ＥＲＲ

５％以上 ９％

１０％以上 ８％

１５％以上 ７％

２０％以上 ６％

２５％以上 ５％

2010年１月開始



❒都市開発諸制度における環境性能の条件化
2008.1より試行、2009.2施行開始

対象 特定街区、高度利用地区、再開発促進区を定める地区計画
および総合設計の各制度（容積率ボーナスのある大規模開発）

内容 建築物の環境性能が一定以上であることを制度適用の条件とする

総合設計については、水準に満たない場合に、割増容積率を半減

条件となる水準 環境計画書制度における評価の段階２以上
（非住宅）ＰＡＬ低減率15％以上、ＥＲＲ25％以上
（住 宅）新世代基準以上

❒都市再生特区制度における指導

ＰＡＬ低減率・ＥＲＲが段階３など、省エネ性能がトップレベルで
あることを要求

大規模都市開発での省エネ性能の条件化１
都市開発諸制度・特区の活用
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大規模都市開発での省エネ性能の条件化２
都市開発諸制度での効果

２００８年度の都市開発諸制度の運用＇試行含む（後、
ＡＡＡ＇段階３（の増加、Ｂ・Ｃ＇段階１（の減尐など、急速に改善
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C      ( 〃 )
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大規模都市開発での省エネ性能の条件化３
都市再生特区での効果

清水建設新本社プロジェクト

三井住友海上駿河台ビル

トップランナー水準のプロジェクトの出現

東京建物株式会社提供
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地域でのエネルギーの有効利用
地域エネルギー有効利用計画書制度

対象 延床面積の合計が5万㎡超の事業における新築建築物
目的 企画・設計段階での建築物の環境配慮の情況を広く明らかに
義務 エネルギーの有効利用について必要な措置を示した届出の提出

（建築確認申請等の180日前までに）
公表 取組状況を都および事業者が公表

開発計画のより早い段階で、未利用エネルギー、再生可能エネル
ギー、

地域冷暖房導入に関する検討を実施し、導入促進を図る

計画段階で省エネルギー性能の目標値を設定し、実施状況を建築物
環境計画書制度で確認

地域冷暖房区域の指定・取消要件にエネルギー効率等の値を設定

地域冷暖房区域内の建築物に対する熱供給受入検討を実施

エネルギー供給に関する様々な関係者の義務を明確化

2010年１月開始
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再生可能エネルギー導入対策
建築物環境計画書制度における再エネ導入検討義務

再生可能エネルギー 再生可能エネルギー利用設備

太陽エネルギー 太陽光発電設備

太陽熱利用設備

地中熱 地中熱利用設備

バイオマス バイオマス利用の発電又は熱利用設備

その他 その他再生可能エネルギーをパッシブ
に利用する場合等

 建築主に対し、全ての再生可能エネルギー利用設備について
導入検討を義務付

 太陽光発電・太陽熱利用設備については、導入検討結果の
作成・提出を義務付け

★★★ 発電・熱利用

１０ｋＷ以上

★★ 〃５ｋＷ以上

★ 〃５ｋＷ未満

マンション表示でも太陽エネル
ギー利用を特出して評価

2010年1月開始
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中長期ロードマップへの意見



１．省エネルギー性能の義務化 ①

建築基準法＇建築確認等（との連動により、エネル
ギー基準を満たさない建物は建築させないという基
本政策の必要性

• 今や、一定の省エネルギー性能を備えることは、建物として欠く
べからざる要件となった。性能義務化の実効性を高めるために
も、建築基準法の建築確認等と連動し、エネルギー性能におい
て基準を満たさないものは、建築できない仕組みに

• そのためには、建築行政と連動し、建物のエネルギー性能が的
確かつ合理的にチェックできるようなシステムの確立が不可欠

建築物の基本性能として
エネルギー性能を位置づけること

20
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１．省エネルギー性能の義務化 ②

2050年および2030年目標を達成するためには、2020年の目標
の強化、省エネ性能義務化のスケジュールの前倒しが必要

• ロードマップにおける2020年目標では、 その後の目標達成は非
常に困難

• 2020年目標は、尐なくとも、新築における改正Ｈ１１年基準を
100％にすべき

またＨ１１基準の義務化にむけ、即刻法制度整備に取掛るべき

※ただし、改正H11基準のレベル＇次の改定基準（が示されておら
ず、義務化の年度も不明確である。早急に基準とスケジュール
を示すべき

目標達成に向け、義務化スケジュール
の前倒しが必要
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１．省エネルギー性能の義務化 ③

自治体が、地域の実情に合わせて国の基準を上回る
基準を導入できるよう、権限を付与し、性能強化のス
ピードアップを図るべき

• 東京都が既に国の省エネ法の基準を上回る義務水準を導入して
いるように、建物のエネルギー性能の水準や、対策の導入状況
は、地域によって異なり、規制のスピードも異なる

• より高い水準が確保できるように、自治体の基準設定を奨励･支
援することで、政策の実効性を高めることができる。また、全国的
な性能強化をスピードアップすることにつながる

自治体に基準設定の裁量権を与え、
義務化の実効性とスピード向上を
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１．省エネルギー性能の義務化 ④

早期に省エネ性能を引き上げていくためには、大規模
開発等に、より高い基準を導入し、先導的役割を果た
してもらうことが必要

• 東京都が実施している都市開発諸制度へのエネルギー基準の条
件化は、大きな効果をあげている

• 最低基準の義務化だけでは、全体的な性能向上のスピードは上
がらない

• 規模や、容積割増の有無等により、段階的な基準設定を行い、条
件付け、義務化を行うべき

• ただし、割増容積率をインセンティブとするエネルギー対策につい
ては、カーボン排出総量の増加を招く恐れがあり、充分な注意が
必要

最低基準だけでなく、
大規模開発等への基準設定など段階化を
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１．省エネルギー性能の義務化 ⑤

建物の寿命や投資の大きさを考え、中長期にわたる
義務基準の強化スケジュールについて、明確に示す
必要

• 義務基準を強化していく水準と日程を示し、建築主や投資家、
一般消費者が対応できるようにしていくことが重要

• スケジュールが明確になることによって、基準を先取りして対策
を進める動きを促進

• 基準を上回る建物に対する不動産市場における評価が高まり、
エネルギー性能の高い建物に対する経済的効果が期待できる
こうした市場の動きが目標達成のためには不可欠

将来の基準強化スケジュールの明示
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２．省エネルギー性能表示の義務化

建物のエネルギー性能を評価・格付けし、表示する制度
は、性能の優れた建物が評価される市場の形成、他の
政策基盤確保のために不可欠

• 東京都が2002年に開始し、その後も制度を拡充している建築物環境
性能の公表・表示制度は、環境に配慮する市場の形成を促し、他の
様〄な制度導入の基盤をつくるもので、こうした制度は、全国におい
ても早急に導入すべき

• 大規模な新築建築物についてはただちに、既存建築物や中小建築
物についてもできるだけ早い導入が必要

• 表示にあたっては、総合的な評価指標だけなく、東京都の省エネル
ギー性能評価書やＥＵの表示制度のように、エネルギー性能が明確
に示されることが不可欠

新築時および売買時における
エネルギー性能表示制度の即時導入
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３．既存建物の対策 ①

既存建物対策を推進するためにも、可能な対策技術
から、義務的導入を進めるべき

• ロードマップでは、既存建物については、「省エネ化の推進」とだ
け示されてているが、それでは、2050年目標の「ストックも含め
た100％ゼロエミッション化」への道筋が見えない

• 既存対策としても「省エネ対策の義務化」が必要

• ニューヨーク市で計画されているように、高効率照明など、一定
程度普及し、価格も安定した対策技術が存在する分野から、対
策義務化を定めて、改修の推進を図るべき

既存建物対策についても
省エネ対策の義務的導入が必要
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３．既存建物の対策 ②

東京都で導入したキャップ＆トレード制度は、既存の

建物のエネルギー改修、ゼロエミッション化を着実に
推進

• 東京都では、総量削減義務と排出量取引制度の導入により、既
存建物の対策が動き出している

• 既存建物の改修だけでなく、ゼロエミッション化にむけた再生可
能エネルギー利用によるオフセットなど、今後重要となる新たな
対策が芽吹いている

キャップ＆トレード制度の導入が
既存建物対策の決め手
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４．運用段階を考えた建物の対策

新築時のエネルギー性能を強化しただけでは、実際
のカーボン排出削減は担保されない

• 新築時の企画設計から、建設、完成後のチェック、また、運用開
始後の調整、運用の工夫と、継続した対策とチェック体制が必
要

• 既存建物の使用に対する総量削減制度など、運用時の対策・規
制が不可欠

• ＢＥＭＳや消費エネルギーの見える化のためのモニタリング機器
などが新築時に確実に導入されるような仕組みが必要

運用段階での対策につながる
建物対策の促進を
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